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労働安全衛生関係

免許試験日程
平成31年３月から５月までの間
に当センターで実施する学科試験
の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
http://www.chushi.exam.or.jp/
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★には、更に実技試験があります。
平成31年

★
★

★

★
★

死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数死　亡　災　害

12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

平成30年労働災害発生状況

林業
28人
（－1）

貨物18人（＋3）

製造業
5人
（±0）

建設業
3人
（±0）

林業
1人（＋1）

運輸交通業
2人（－1）

その他
4人
（±0）

鉱業
0人（－3）

製
　　　造

　　　　　　 業　
　　　　　　545人
　　　　　　（＋8）全産業

2,021人
（＋99） 木建41人（－9）

　  建設業
         239人
              （－3）

　  鉱業
　　5人（－3）

運輸交通業
342人（＋47）

その他の
事業

844人　　
（＋48）　　

業種別
15人
（－3）

はさまれ・
巻き込まれ
1人

   （－2）　
激突され
0人（－1）

飛来・落下
0人（－1）

感電
0人（－1）

その他
1人
（＋1） 墜落・転落

2人（±0）

崩壊・倒壊
3人（＋1）

おぼれ
3人（＋2）

転倒
2人（＋2）

交通事故
3人
（－4） 事故の

型　別
15人
（－3）

平成30年死亡災害発生状況 岡山労働局
　（平成30年12月31日現在）

番号 業　　種 災害発生月  発生時間帯 事故の型 起因物（上から大・中・小分類） 災　害　発　生　状　況 備考

13 その他の
建設業 ９月 16時台 おぼれ

物上げ装置、運搬機械
動力運搬機
移動式クレーン

岸壁のゴム製緩衝材の補修工事において、ドラグショベル（小型移動式クレー
ン）で搭乗設備（作業用のカゴ）をつり、その上に乗って作業中、つり具がフックか
ら外れ、被災者が搭乗設備ごと海に落下した。

14 その他の
卸売業 12月 11時台 交通事故

物上げ装置，運搬機械
動力運搬機
トラック

トレーラーを運転して、高速道路から降りてきたところの市道と合流するＴ字路の
手前で側壁に接触した後、停車していた乗用車に追突し、市道を横切って道路
脇の電柱に衝突したもの。

15 道路貨物
運送業 12月 6時台 交通事故

物上げ装置，運搬機械
乗物
乗用車

事業場に入ってきたトラックの位置を直すため、国道上においてバックを誘導して
いたところ、道路を走行してきた軽自動車にはねられたもの。

本日は晴天なり！
労働災害－災害事例・統計－

11
12

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のために
働き方改革シンポジウムのご案内
「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」は
法律で禁止されています！
労働者死傷病報告の様式が改正されました
時間外労働の上限規制について

2
2
3

3
4

衛生管理者免許試験受験準備講習開催のお知らせ
安全優良職長に厚生労働大臣顕彰状が授与される
優良事業場見学会を開催しました！
再受講料の改定について
雇入れ時等安全衛生教育のご案内

6
8
9
9
10
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☆問合せ先　岡山労働局雇用環境・均等室　電話０８６－２２５－２０１７

＜不利益取扱いの相談事例＞
労働者の相談より
・妊娠したことを報告したら、「休まれたら困る。次回の契約は更新しない。」と言われた。
事業主の相談より
・入社して間がない社員が妊娠した。人手が足りないから採用したのに、休まれたら困る。解雇してもよいか。
・つわりで遅刻や早退をする女性がいる。出勤率が悪く、当社の契約更新基準を満たさないので、雇い止めしたい。

＜妊娠・出産や育児休業等を理由とする不利益取扱の相談内容の内訳＞

「妊娠した労働者の契約を更新しない」「妊娠したら役職から降りてもらう」など

「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」は法律で禁止されています！

見直しの目的

～パートタイム労働法は、有期雇用労働者も法の対象となり、「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります～

不合理な待遇差をなくすための規定の整備　～パートタイム労働者・有期雇用労働者 編～

働き方改革関連法 施行間近!!ご案内

会場：ピュアリティまきび（岡山市北区下石井２-６-41）

２月22日　金曜日　13：00～16：00（定員200名）
２月27日　水曜日　13：30～16：00（定員200名）

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のために雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のために

　女性の活躍促進を拒む問題として、妊娠・出産、育児休業等を理由とする解雇や雇止めなどの不利益取扱いがあり

ますが、これらは男女雇用機会均等法並びに育児・介護休業法により禁止されています。

　平成29年度の妊娠・出産や育児休業の取得等を理由とする不利益

取扱いに係る相談は155件でした。不利益取扱いの相談内容につい

ては、退職の強要や雇い止めなど、労働者が職を失う可能性のある

相談が５割以上を占めています。これから３月から４月にかけて労

働契約の更新の時期を迎える事業所も多いため、このような相談が

増加するおそれがあります。

　事業主の皆様におかれましては、法の趣旨をご理解いただき、妊

娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いを行わないよう適

切な雇用管理をお願いいたします。

同一企業内における正規と非正規との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態
を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選
択できるようにします。

※1 派遣については派遣先との均等・均衡または労使協定による待遇決定。詳しくは検索ワード「同一労働同一賃金特集ページ」

裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」をパート・有期・派遣で統一的に整備します（※1）。

①均衡待遇規定の明確化
　それぞれの待遇（※3）ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断され
　るべき旨を明確化。　　※３ 基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練 など
②均等待遇規定
　新たに有期雇用労働者も対象となります。
③待遇ごとに判断することを明確化し、ガイドラインの策定などによって規定の解釈を示します。
　　▶検索ワード：「同一労働同一賃金ガイドライン」
　　　URL:　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

「岡山働き方パイオニア企業」とは
　「働き方改革」を実践している企業の優れた取組事例を発信して、「働き方改革」の取組を広く普及させることを目
的としておかやま働き方改革会議が決定した企業です。

　働き方改革関連法の内容や、助成
制度について説明を行います。
　当日15:00～17:00には岡山県
働き方改革推進支援センターによる
相談会を実施します。お気軽にご相
談ください。

「均衡待遇規定」
　①職務内容（※2）、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情 の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止
「均等待遇規定」
　①職務内容（※2）、②職務内容・配置の変更範囲 が同じ場合は差別的取扱いを禁止
　※2 職務内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

労働者死傷病報告の様式が
改正されました
　   　　  （平成31年1月8日）
＊平成31年１月８日、労働者死傷病報告（様式

第23号）が改正されました。今後、労働基準

監督署に提出する際は、被災者が外国人かどう

かは問わず、新様式を提出していただく必要が

あります。

＊今回の改正は、外国人労働者に係る労働災害の

発生状況を確認できるようにするため、被災者

が外国人である場合に「国籍・地域」、「在留

資格」を記入する欄を新たに設けたものです。 

＊新様式のダウンロードは、

「岡山労働局␣労働者死傷病報告␣様式改正」

で検索し、ご確認下さい。 

相談件数
155件

解雇
19件

（12.3％）

退職勧奨・強要
41件

  （26.5％）

雇止め
13件
  （8.4％）

パートへの雇用形態の変更強要
　19件（12.3％）

自宅待機
5件

（3.2％）  その他
 17件

（11.0％）配置転換
9件

（5.8％）

減給等
32件

（20.6％）

施行期日 2020年４月１日
(中小企業は2021年４月１日)

この記事に関するお問合わせは 岡山労働局雇用環境・均等室　指導係
　　TEL 086－225－2017

参加
無料

22日のみ

第１部 働き方改革トークセッション

説明　働き方改革関連法の概要他（岡山労働局）

「岡山働き方改革パイオニア企業」２社予定

第２部

「岡山働き方改革パイオニア企業」表彰式

①卸売業
②サービス業
③小売業
④それ以外

１億円以下
5,000万円以下
5,000万円以下
３億円以下

100人以下
100人以下
  50人以下
300人以下

＜中小企業＞ 資本金の額又は出資の総額or常時雇用する従業員の数
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　「働き方改革」を実践している企業の優れた取組事例を発信して、「働き方改革」の取組を広く普及させることを目
的としておかやま働き方改革会議が決定した企業です。

　働き方改革関連法の内容や、助成
制度について説明を行います。
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＊今回の改正は、外国人労働者に係る労働災害の

発生状況を確認できるようにするため、被災者

が外国人である場合に「国籍・地域」、「在留

資格」を記入する欄を新たに設けたものです。 

＊新様式のダウンロードは、

「岡山労働局␣労働者死傷病報告␣様式改正」

で検索し、ご確認下さい。 
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施行期日 2020年４月１日
(中小企業は2021年４月１日)

この記事に関するお問合わせは 岡山労働局雇用環境・均等室　指導係
　　TEL 086－225－2017

参加
無料

22日のみ

第１部 働き方改革トークセッション

説明　働き方改革関連法の概要他（岡山労働局）

「岡山働き方改革パイオニア企業」２社予定

第２部

「岡山働き方改革パイオニア企業」表彰式

①卸売業
②サービス業
③小売業
④それ以外

１億円以下
5,000万円以下
5,000万円以下
３億円以下

100人以下
100人以下
  50人以下
300人以下

＜中小企業＞ 資本金の額又は出資の総額or常時雇用する従業員の数
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施行前（大企業は2019年３月31日まで、中小企業は2020年３月31日まで）と施行後（同
年４月１日以後）にまたがる期間の36協定を締結している場合には、４月１日開始の協定
を締結し直さなければならないのでしょうか。

中小企業は上限規制の適用が１年間猶予されますが、その間の36協定届は従来の様式で届
け出てもよいのでしょうか。

　改正法の施行に当たっては、経過措置が設けられています。この経過措置によって、施行前と施行後に
跨がる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から１年間に限っては、その協定は有効と
なります。

　したがって、４月１日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から１年経過後に新たに定
める協定から、上限規制に対応していただくこととなります。

働き方が変わります！

時間外労働の上限規制について
（大企業：2019年４月～、中小企業：2020年４月～）
時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。

～以下に上限規制に関するQ＆Aを紹介します～

Question

1

時間外労働と休日労働の合計が、２～６か月間のいずれの平均でも月80時間以内とされて
いますが、この２～６か月は、36協定の対象期間となる１年間についてのみ計算すればよ
いのでしょうか。

　時間外労働と休日労働の合計時間について２～６か月の平均で80時間以内とする規制については、36協
定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。

　なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要はありません。

Question

6
　適用が猶予される１年間については、従来の様式での届出でかまいません。なお、上限規制を遵守する内
容で36協定を締結する場合には、新様式で届け出ていただいてもかまいません。

Question

2

中小企業や、上限規制の適用猶予事業・業務へ労働者を派遣する場合は、上限規制の適用
はどのようになりますか。

　労働者派遣法の規定により、派遣労働者に関する36協定は派遣元企業が締結・届出を行いますが、36協
定で定めた上限を超えて労働させた場合には派遣先企業が法違反となります。

　そのため、派遣先が大企業であれば2019年４月以降、派遣先が中小企業であれば2020年４月以降、派遣
先の事業・業務が適用猶予事業・業務であれば2024年４月以降に、上限規制が適用されます。
（派遣元が中小企業であっても、派遣先が大企業であれば、2019年４月以降に上限規制が適用されま
す。）

Question

4

「休日労働を含んで」というのはどういった意味でしょうか。休日労働は時間外労働とは
別のものなのでしょうか。

　労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。
　　　時間外労働･･･法定労働時間（１日８時間・１週40時間）を超えて労働した時間
　　　休 日 労 働･･･法定休日（１週１日又は４週４日）に労働した時間

　今回の改正によって設けられた限度時間（月45時間・年360時間）はあくまで時間外労働の限度時間であ 
り、休日労働の時間は含まれません。

　一方で、今回の改正による、１か月の上限（月100時間未満）、２～６か月の上限（平均80時間以内）に
ついては、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限であり、休日労働も含めた管理
をする必要があります。

Question

5

長時間労働者に対する医師の面接指導が法律で定められていますが、その対象者の要件と、
今回の時間外労働の上限規制とは計算方法が異なるのでしょうか。

　時間外労働の上限規制は、労働基準法に定める法定労働時間を超える時間について上限を設けるもので
す。法定労働時間は、原則として１日８時間・１週40時間と決められていますが、変形労働時間制やフ
レックスタイム制を導入した場合には、原則とは異なる計算をすることとなります。

　一方、労働安全衛生法に定める医師による面接指導の要件は、労働時間の状況が１週間当たり40時間を
超える時間が80時間を超えた労働者で本人の申出があった場合となっており、これは変形労働時間制やフ
レックスタイム制を導入した場合でも変わりません。

（※研究開発業務に従事する労働者については、１週間当たり40時間を超える時間が100時間を超えた場合に、本人の
申出の有無にかかわらず、医師の面接指導を受けさせる必要があります。）

Question

7

上限規制の適用が１年間猶予される中小企業の範囲について、以下の場合はどのように判
断されるのでしょうか。

①「常時使用する労働者」の数はどのように判断するのですか。

　臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠員の人数
については算入する必要があります。

　パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数
に算入する必要があります。

②「常時使用する労働者数」を算定する際、出向労働者や派遣労働者はどのように取り扱えばよいですか。

　労働契約関係のある労使間に算入します。在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働者数に算
入され、移籍出向者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。派遣労働者の場合は、労働契約
関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。

③中小企業に当たるか否かを判断する際に、個人事業主や医療法人など、資本金や出資金の概念がない場
合はどうすればよいですか。

　資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。

④中小企業に当たるか否かを判断する際に、グループ企業については、グループ単位で判断するのですか。

　企業単位で判断します。

Question

3

この記事に関するお問い合わせは、

岡山労働局労働基準部監督課まで（TEL086-225-2015）
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第一種・第二種・特例第一種

第１回　31年  ４月23日（火）～25日（木）　第 一 種 受 験 者
４月23日（火）・24日（水）　第 二 種 受 験 者
 ４月25日（木） 　特例第一種受験者

第２回　   ８月27日（火）～29日（木）　第 一 種 受 験 者
  ８月27日（火）・28日（水）　第 二 種 受 験 者
  ８月29日（木） 　特例第一種受験者

第３回　   12月17日（火）～19日（木）　第 一 種 受 験 者
  12月17日（火）・18日（水）　第 二 種 受 験 者
  12月19日（木） 　特例第一種受験者

衛生管理者免許試験受験準備講習開催のお知らせ衛生管理者免許試験受験準備講習開催のお知らせ

笹
ガ
瀬
川

至岡山市街

１．講 習 日

２．講習会場
３．講習科目
４．受 講 料

５．申込方法

６．そ の 他

①インターネット申込

会場周辺図

②窓口・ＦＡＸ申込

一般社団法人岡山県労働基準協会　各支部

岡山県安全衛生会館（岡山市南区山田2315-4）
試験に必要な全科目（労働衛生・関係法令・労働生理）
〔第一種準備講習〕    会　員　10,800円（税込）
　　　　　　　　　　　　非会員　21,600円（税込）
〔第二種準備講習〕    会　員　  8,640円（税込）
　　　　　　　　　　　　非会員　17,280円（税込）
〔特例第一種準備講習〕　会　員　  5,400円（税込）
　　　　　　　　　　　　非会員　10,800円（税込） 

本案内は、平成31年２月１日現在の
元号及び消費税率にて表記しています。

第３回（12月）の受講料は次のとおりです。
（消費税率10％）

〔第　一　種〕会員11,000円/非会員22,000円
〔第　二　種〕会員  8,800円/非会員17,600円
〔特例第一種〕会員  5,500円/非会員11,000円

第１回　31年　８月10日（土）
第２回　　　　10月14日（月）
6,800円（変更になる場合があります。）
第１回　郵送：６月10日（月）～６月28日（金） ／ 窓口：６月17日（月）～６月28日（金）
第２回　郵送：８月26日（月）～９月 ９ 日（月） ／ 窓口：８月29日（木）～９月 ９ 日（月）

31

◆免許試験については、「平成31年岡山地区出張特別試験案内」または中国四国安全衛生技術センターのホームページ
（http : / /www.chush i . exam .o r . j p /）をご確認ください。

岡山商工会議所
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１．講 習 日

２．講習会場
３．講習科目
４．受 講 料

５．申込方法

６．そ の 他

①インターネット申込

会場周辺図

②窓口・ＦＡＸ申込

一般社団法人岡山県労働基準協会　各支部

岡山県安全衛生会館（岡山市南区山田2315-4）
試験に必要な全科目（労働衛生・関係法令・労働生理）
〔第一種準備講習〕    会　員　10,800円（税込）
　　　　　　　　　　　　非会員　21,600円（税込）
〔第二種準備講習〕    会　員　  8,640円（税込）
　　　　　　　　　　　　非会員　17,280円（税込）
〔特例第一種準備講習〕　会　員　  5,400円（税込）
　　　　　　　　　　　　非会員　10,800円（税込） 

本案内は、平成31年２月１日現在の
元号及び消費税率にて表記しています。

第３回（12月）の受講料は次のとおりです。
（消費税率10％）

〔第　一　種〕会員11,000円/非会員22,000円
〔第　二　種〕会員  8,800円/非会員17,600円
〔特例第一種〕会員  5,500円/非会員11,000円

第１回　31年　８月10日（土）
第２回　　　　10月14日（月）
6,800円（変更になる場合があります。）
第１回　郵送：６月10日（月）～６月28日（金） ／ 窓口：６月17日（月）～６月28日（金）
第２回　郵送：８月26日（月）～９月 ９ 日（月） ／ 窓口：８月29日（木）～９月 ９ 日（月）

31

◆免許試験については、「平成31年岡山地区出張特別試験案内」または中国四国安全衛生技術センターのホームページ
（http : / /www.chush i . exam .o r . j p /）をご確認ください。

岡山商工会議所
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池田　健一 氏
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
水島製油所

宮田　幸浩 氏
旭化成株式会社製造統括本部
水島製造所

林　孝信 氏
協立土建株式会社

中野　益美 氏
医療法人和香会
介護老人保健施設和香園

吉田　靖 氏
三菱自動車工業株式会社
水島製作所

植本　進 氏
株式会社クラレ岡山事業所

　平成31年４月１日以降に実施する技能講習・特別教育等から欠席・不合格の取扱いに対する再受講料を
改定させていただきます。皆様のご理解をお願いいたします。

（変更前）3,000円及びそれに係る消費税

あなたの心で運ぶハート引越便

遠 藤 俊 夫
岡山県貨物運送株式会社
代表取締役社長　

〒700-0027 岡山市北区清心町4番31号
TEL （086）252-2111（代）
ホームページ  http://www.okaken.co.jp

高品質企業への進化

〒712-8012
岡山県倉敷市連島1丁目15番10号
TEL 086-440-0606（代）FAX 086-440-0611

株式会社ヤマダ
代表取締役社長　山田 啓吾

武田育男税理士事務所
岡山市北区東島田町１丁目２－５

Tel.（086）231-1227 〒

太陽綜合法律事務所

弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
弁護士
客員弁護士

近 藤 弦之介
藤 原　健 補
馬 場　幸 三
谷 口　怜 司
山 本　愛 子
山 下 　　綾
川 端 美智子
石 田　麻 衣
青 田 　　夢
永 山　皓 太
鹿 室　辰 義
岡 田　湧 介
石 島 　　弘

〒700-0901
岡山市北区本町6番36号
　第一セントラルビル2階
　TEL（086）224-8338（代）
　FAX（086）224-7555

（岡山弁護士会所属）
岡山県労働基準協会顧問弁護士

弁護士法人

おしらせ 再受講料の改定について

（変更後）受講料の半額及びそれに係る消費税

マツダミュージアムにて

　津山支部では、１月25日に安全衛生委員会等による優良事業場見学会を開催しました。
　今回は広島県のマツダ株式会社本社工場・マツダミュージアムを訪問しました。
　エントランスホールでは魂動デザインで統一された最新車種が展示され、歴史展示では、最初に製造した車両
のオート三輪から歴代車種が展示されており、マツダの車づくりの歴史を知ることができました。

　さらに、マツダが誇るロータリーエンジン
の展示と、そのロータリーエンジンを搭載し
て日本の自動車メーカーで初めてル・マン24
時間耐久レースで優勝したレーシングカー
「787Ｂ」も見ることができました。
　見学コースには実際の工場の組み立てライ
ンも含まれており、ひとつのラインで複数の
車種を製造する多品種混流生産の現場を見学
しました。
　午後からは東広島市の西条に移動し、賀茂
鶴酒造で酒造り工程の解説や酒造りで使用す
る道具の見学し、充実した見学会になりまし
た。

マツダ株式会社本社工場・マツダミュージアム

優良事業場見学会を開催しました！優良事業場見学会を開催しました！優良事業場見学会を開催しました！優良事業場見学会を開催しました！
　優れた技能と経験を持ち作業の安全を確保して優良な
成績を挙げた平成30年度における安全優良職長として、
厚生労働大臣から顕彰状が授与されました。

  （顕彰式典：平成31年１月11日 厚生労働省講堂）
　この制度は、高い安全意識を持って適切な安全指導を
実践してきた優秀な職長を顕彰することにより、その職
長を中心とした事業場や地域における安全活動の活性化
を図ることを目的に平成10年度から実施されています。
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表１　脂質異常症診断基準（空腹時採血）
高LDLコレステロール血症
境界型高LDLコレステロール血症
低HDL コレステロール血症
高TG血症
高 Non ‒ HDL コレステロール血症
境界型高
Non ‒ HDL コレステロール血症

１４０ mg/dL　以上
１２０～１３９ mg/dL
４０ mg/dL　未満
１５０ mg/dL　以上
１７０ mg/dL　以上
１５０～１６９ mg/dL

LDLコレステロール  
  
HDLコレステロール  
TG　（中性脂肪） 
non ‒ HDL 
コレステロール

 1.　 高血圧
 2.　 血液中の脂質の異常
 3.　 糖尿病
 4.　 加齢（男性：45歳以上、女性：閉経後）
 5.　 喫煙
 6.　 肥満
 7.　 運動不足
 8.　 ストレス
 9.　 かたよった食事生活
10.　嗜好品（アルコール）
11.　高尿酸血症
12.　睡眠時無呼吸症候群

表２　動脈硬化危険因子

nonHDLコレステロール=（総コレステロール）―（HDLコレステロール）
（動脈硬化性疾患予防ガイドライン２０１７年版より引用）

（動脈硬化性疾患予防ガイドライン２０１７年版より引用）
＊中等度の運動：軽いジョギング、階段を上る、自転車で坂道を上る　等

血清総コレステロール値（mg/ｄL）
（血清総コレステロール値１７４未満の発症率を
 1.0とした場合の相対危険度）

Kitamura A, et al. High-density lipoprotein 
cholesterol and premature coronary heart 
disease in urban Japanese men.
Circulation 1994; 89: 2533-2539.より引用

・　禁煙し、受動喫煙を回避する
・　過食と身体活動不足に注意し、適正な体重を維持
　 する
・　肉の脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品の大
　 量摂取を控える
・　魚、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆製品、未 
　 精製穀類の摂取量を増やす
・　糖質含有量の少ない果物を適度に摂取する
・　アルコールの過剰摂取を控える
・　中等度以上の有酸素運動を毎日合計３０分以上を
　 目標に実施する

表３　動脈硬化性疾患予防のための生活習慣の改善

グラフ１　
４０～５９歳男性の
冠動脈疾患発症率
相対危険度
 

　労働安全衛生法では、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定
められております。当協会では、この教育のうち、一般的・基本的事項について事業者に代わり実施いたし
ます。ご都合の良い日程でご受講ください。多数のご参加をお待ちしております。

雇入れ時等安全衛生教育（４月　　日　　　　　支部）受講申込書 

１．日 程 等

２．申込方法

３．そ の 他

①インターネット申込

②窓口・ＦＡＸ申込

受付の後、振り込み等の確認ができましたら、受講票を発行いたします。
都合により講習日に受講できない場合、講習前日までにご連絡いただいた場合に限り、受講日の変
更またはキャンセルの取扱いをいたします。ただし、受講日の変更は１回限りとし、キャンセルの
場合は、事務手数料1,080円と振込手数料を差し引いて返金いたします。なお、受講日変更後のキャ
ンセル、受講者の変更、返金はできません。
講習終了後、事業者宛の受講証明書を発行します。受講者各人への修了証の交付はいたしません。

（様式）

※申込書に記入された氏名、生年月日等の個人情報は、当協会が責任をもって保管・管理し、本教育の的確な実施のためにのみ使用します。

※受講No. 氏　　  名
男
・
女

（ フ リ ガ ナ ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

〒

生　　年　　月　　日

S・H　　年　　月　　日

男
・
女

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

S・H　　年　　月　　日

支

　払

　方

　法
①上記振込先へ振込
②窓口に持参
（講習当日はご遠慮ください）

受講料 円名分

月を 日に

４月４日（木）
９：30～16：00

４月５日（金）
９：30～16：00

４月８日（月）
９：30～16：00

４月９日（火）
９：30～16：00

４月 10日（水）
９：30～16：00

和気商工会
（和気郡和気町尺所２）

玉野市総合保健福祉センター
（玉野市奥玉1-18-5）

岡山県労働基準協会新見支部
 （新見市新見811-1）

ＪＦＥスチール㈱広江クラブ
（倉敷市広江4-1-1）

津山圏域雇用労働センター
（津山市山下92-1）

岡山県労働基準協会笠岡支部
（笠岡市四番町5-18）

岡山県安全衛生会館
（岡山市南区山田2315-4）

「産業安全」及び
「労働衛生」の
一般的・基本的事項

「労働基準法」及び
「労働者災害補償
保険法」の基礎知識

会　員　4,320円

非会員　6,480円

  ※資料代を含む。

日　　時 場　　　　　　所 教　育　内　容 受講料等（税込）

※5210

一般社団法人岡山県労働基準協会

岡山県労働基準協会 検索

平成31年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 平成31年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 

記

事 業 所 名

所 在 地 市 郡
区

ＴＥＬ（　　　　）　　　　－　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　　－
メールご 連 絡 先

ご 担 当 者
職 氏 名

当協会ホームページからお申込ください。
（会員IDをお持ちでない場合は、ＴＥＬ（086）225－3571へご連絡ください。）

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、各支部へお申込ください。
＜振込先＞　中国銀行富田町支店　普通　１６１３３８１　一般社団法人岡山県労働基準協会
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し
い
で

す
ね
。

　
今
月
は
脂
質
異
常
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。
脂
質
異
常
の
診
断
は
表

１
に
示
す
よ
う
に
四
つ
の
各
項
目
に
つ
い
て
評
価
し
ま
す
。
こ
れ
ら
に
該

当
す
る
場
合
脂
質
異
常
と
判
断
さ
れ
ま
す
。
職
域
の
健
診
で
は
Ｌ
Ｄ
Ｌ
、

Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
、
中
性
脂
肪
（
Ｔ
Ｇ
）
に
つ
い
て
評
価
を
行
っ

て
い
ま
す
。
実
は
脂
質
異
常
は
職
場
の
定
期
健
康
診
断
で
は
最
も
有
所
見

率
が
高
い
項
目
で
す
。
こ
れ
は
当
セ
ン
タ
ー
、
岡
山
県
、
全
国
い
ず
れ
も

同
様
の
傾
向
で
す
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
年
間
延
べ
三
万
人
以
上
の
方
に
受

診
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
平
成
二
十
七
年
の
有
所
見
率
は
四
割
を
超
え

て
い
ま
し
た
。
岡
山
県
、
全
国
で
も
同
様
の
傾
向
で
有
所
見
率
は
い
ず
れ

も
三
割
強
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
三
人
に
一
人
に
脂
質
異
常
が

見
ら
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
脂
質
異
常
は
ほ
と
ん
ど
の
方
で
自
覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。
気
が
つ
か

な
い
う
ち
に
静
か
に
動
脈
硬
化
が
進
行
し
、
心
筋
梗
塞
、
脳
梗
塞
な
ど
の

血
管
病
を
引
き
起
こ
す
事
に
な
り
ま
す
。
サ
イ
レ
ン
ト
キ
ラ
ー
と
言
わ
れ

る
ゆ
え
ん
で
す
。
グ
ラ
フ
１
に
は
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
値
と
心
筋
梗
塞
の

発
症
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
示
し
ま
す
。
特
に
こ
の
年
代
の
男
性

で
は
最
大
で
お
よ
そ
五
倍
の
リ
ス
ク
を
背
負
う
事
に
な
り
ま
す
。

　
さ
て
動
脈
硬
化
は
字
の
ご
と
く
動
脈
が
硬
く
な
る
状
態
を
意
味
し
ま

す
。
実
際
は
動
脈
壁
の
損
傷
を
契
機
に
壁
の
中
に
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
は

じ
め
と
し
た
様
々
な
物
質
が
蓄
積
し
血
管
内
腔
が
狭
く
な
り
最
終
的
に
は

血
液
の
塊
が
形
成
さ
れ
血
液
の
流
れ
が
障
害
さ
れ
る
と
い
う
経
過
を
た
ど

り
ま
す
。
動
脈
硬
化
の
危
険
因
子
は
脂
質
異
常
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
（
表
２
参
照
）
。
高
血
圧
、
糖
尿
病
と
い
っ
た
良
く
知
れ
た
も
の
か

ら
尿
酸
値
や
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
も
動
脈
硬
化
の
危
険
因
子
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
ま
す
。
脂
質
異
常
の
方
は
こ
の
よ
う
な
他
の
動
脈
硬
化
因
子

に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
評
価
し
対
応
す
る
事
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
治
療

目
標
も
他
の
要
因
を
合
わ
せ
て
評
価
し
心
臓
の
血
管
リ
ス
ク
に
応
じ
て
細

か
く
設
定
す
る
事
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
治
療
の
基
本
は
生
活
習
慣
の
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
で
す
。
生
活
習
慣

の
改
善
の
ポ
イ
ン
ト
を
表
３
に
示
し
ま
す
。
善
玉
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
で
あ

る
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の
低
い
方
は
有
酸
素
運
動
を
実
行
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
有
酸
素
運
動
に
よ
り
Ｈ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
増
加
す
る

事
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
活
習
慣
の
改
善
だ
け
で
は
脂
質
異
常
の
改

善
が
見
ら
れ
な
い
場
合
に
は
内
服
薬
を
中
心
と
し
た
薬
剤
に
よ
る
治
療
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
き
ち
ん
と
し
た
管
理
に
よ
り
動
脈

硬
化
の
進
行
を
防
ぐ
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
春
は
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
い
ま
す
。
運
動
を
始
め
る
に
も
良
い
季
節
に

な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
今
一
度
、
生
活
習
慣
の
見
直
し
を
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

本
日
は
晴
天
な
り
！
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表１　脂質異常症診断基準（空腹時採血）
高LDLコレステロール血症
境界型高LDLコレステロール血症
低HDL コレステロール血症
高TG血症
高 Non ‒ HDL コレステロール血症
境界型高
Non ‒ HDL コレステロール血症

１４０ mg/dL　以上
１２０～１３９ mg/dL
４０ mg/dL　未満
１５０ mg/dL　以上
１７０ mg/dL　以上
１５０～１６９ mg/dL

LDLコレステロール  
  
HDLコレステロール  
TG　（中性脂肪） 
non ‒ HDL 
コレステロール

 1.　 高血圧
 2.　 血液中の脂質の異常
 3.　 糖尿病
 4.　 加齢（男性：45歳以上、女性：閉経後）
 5.　 喫煙
 6.　 肥満
 7.　 運動不足
 8.　 ストレス
 9.　 かたよった食事生活
10.　嗜好品（アルコール）
11.　高尿酸血症
12.　睡眠時無呼吸症候群

表２　動脈硬化危険因子

nonHDLコレステロール=（総コレステロール）―（HDLコレステロール）
（動脈硬化性疾患予防ガイドライン２０１７年版より引用）

（動脈硬化性疾患予防ガイドライン２０１７年版より引用）
＊中等度の運動：軽いジョギング、階段を上る、自転車で坂道を上る　等

血清総コレステロール値（mg/ｄL）
（血清総コレステロール値１７４未満の発症率を
 1.0とした場合の相対危険度）

Kitamura A, et al. High-density lipoprotein 
cholesterol and premature coronary heart 
disease in urban Japanese men.
Circulation 1994; 89: 2533-2539.より引用

・　禁煙し、受動喫煙を回避する
・　過食と身体活動不足に注意し、適正な体重を維持
　 する
・　肉の脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品の大
　 量摂取を控える
・　魚、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆製品、未 
　 精製穀類の摂取量を増やす
・　糖質含有量の少ない果物を適度に摂取する
・　アルコールの過剰摂取を控える
・　中等度以上の有酸素運動を毎日合計３０分以上を
　 目標に実施する

表３　動脈硬化性疾患予防のための生活習慣の改善

グラフ１　
４０～５９歳男性の
冠動脈疾患発症率
相対危険度
 

　労働安全衛生法では、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定
められております。当協会では、この教育のうち、一般的・基本的事項について事業者に代わり実施いたし
ます。ご都合の良い日程でご受講ください。多数のご参加をお待ちしております。

雇入れ時等安全衛生教育（４月　　日　　　　　支部）受講申込書 

１．日 程 等

２．申込方法

３．そ の 他

①インターネット申込

②窓口・ＦＡＸ申込

受付の後、振り込み等の確認ができましたら、受講票を発行いたします。
都合により講習日に受講できない場合、講習前日までにご連絡いただいた場合に限り、受講日の変
更またはキャンセルの取扱いをいたします。ただし、受講日の変更は１回限りとし、キャンセルの
場合は、事務手数料1,080円と振込手数料を差し引いて返金いたします。なお、受講日変更後のキャ
ンセル、受講者の変更、返金はできません。
講習終了後、事業者宛の受講証明書を発行します。受講者各人への修了証の交付はいたしません。

（様式）

※申込書に記入された氏名、生年月日等の個人情報は、当協会が責任をもって保管・管理し、本教育の的確な実施のためにのみ使用します。

※受講No. 氏　　  名
男
・
女

（ フ リ ガ ナ ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

〒

生　　年　　月　　日

S・H　　年　　月　　日

男
・
女

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

S・H　　年　　月　　日

支

　払

　方

　法
①上記振込先へ振込
②窓口に持参
（講習当日はご遠慮ください）

受講料 円名分

月を 日に

４月４日（木）
９：30～16：00

４月５日（金）
９：30～16：00

４月８日（月）
９：30～16：00

４月９日（火）
９：30～16：00

４月 10日（水）
９：30～16：00

和気商工会
（和気郡和気町尺所２）

玉野市総合保健福祉センター
（玉野市奥玉1-18-5）

岡山県労働基準協会新見支部
 （新見市新見811-1）

ＪＦＥスチール㈱広江クラブ
（倉敷市広江4-1-1）

津山圏域雇用労働センター
（津山市山下92-1）

岡山県労働基準協会笠岡支部
（笠岡市四番町5-18）

岡山県安全衛生会館
（岡山市南区山田2315-4）

「産業安全」及び
「労働衛生」の
一般的・基本的事項

「労働基準法」及び
「労働者災害補償
保険法」の基礎知識

会　員　4,320円

非会員　6,480円

  ※資料代を含む。

日　　時 場　　　　　　所 教　育　内　容 受講料等（税込）

※5210

一般社団法人岡山県労働基準協会

岡山県労働基準協会 検索

平成31年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 平成31年度　雇入れ時等安全衛生教育のご案内 

記

事 業 所 名

所 在 地 市 郡
区

ＴＥＬ（　　　　）　　　　－　　　　　　　ＦＡＸ（　　　　）　　　　－
メールご 連 絡 先

ご 担 当 者
職 氏 名

当協会ホームページからお申込ください。
（会員IDをお持ちでない場合は、ＴＥＬ（086）225－3571へご連絡ください。）

受講申込書に必要事項をご記入のうえ、各支部へお申込ください。
＜振込先＞　中国銀行富田町支店　普通　１６１３３８１　一般社団法人岡山県労働基準協会
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満奇洞（新見市） （写真提供：公益社団法人岡山県観光連盟）
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労働安全衛生関係

免許試験日程
平成31年３月から５月までの間
に当センターで実施する学科試験
の日程は、右記のとおりです。

また、受験資格等については、
中国四国安全衛生技術センター
〒721-0955　広島県福山市新涯町2-29-36

    ☎ 084－954－4661に照会して下さい。
インターネットアドレス　　　　　　　　　　
http://www.chushi.exam.or.jp/

試　  験　  の　  種　  類

特 級 ボ イ ラ ー 技 士
一 級 ボ イ ラ ー 技 士
二 級 ボ イ ラ ー 技 士
特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士
普 通 ボ イ ラ ー 溶 接 士
ボ イ ラ ー 整 備 士

移 動 式 ク レ ー ン 運 転 士
揚 貨 装 置 運 転 士
発 破 技 士
ガ ス 溶 接 作 業 主 任 者
林 業 架 線 作 業 主 任 者
第 一 種 衛 生 管 理 者
第 二 種 衛 生 管 理 者
高 圧 室 内 作 業 主 任 者
エ ッ ク ス 線 作 業 主 任 者
ガンマ線透過写真撮影作業主任者
潜 水 士

限 定 な し
ク レ ー ン 限 定
床 上 運 転 式 限 定
限定免許解除試験

クレーン・
デ リ ッ ク
運 転 士

５月

23
9

14
14

8

21
21

３月

6

14
14

5

9・20
9・20

7

４月

16

10
10
10

19

23
23

5

★には、更に実技試験があります。
平成31年

★
★

★

★
★

死　傷　災　害
（休業4日以上の死傷災害）

12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数死　亡　災　害

12月末現在（速報値）
（　）内は前年同月比増減数

平成30年労働災害発生状況

林業
28人
（－1）

貨物18人（＋3）

製造業
5人
（±0）

建設業
3人
（±0）

林業
1人（＋1）

運輸交通業
2人（－1）

その他
4人
（±0）

鉱業
0人（－3）

製
　　　造

　　　　　　 業　
　　　　　　545人
　　　　　　（＋8）全産業

2,021人
（＋99） 木建41人（－9）

　  建設業
         239人
              （－3）

　  鉱業
　　5人（－3）

運輸交通業
342人（＋47）

その他の
事業

844人　　
（＋48）　　

業種別
15人
（－3）

はさまれ・
巻き込まれ
1人

   （－2）　
激突され
0人（－1）

飛来・落下
0人（－1）

感電
0人（－1）

その他
1人
（＋1） 墜落・転落

2人（±0）

崩壊・倒壊
3人（＋1）

おぼれ
3人（＋2）

転倒
2人（＋2）

交通事故
3人
（－4） 事故の

型　別
15人
（－3）

平成30年死亡災害発生状況 岡山労働局
　（平成30年12月31日現在）

番号 業　　種 災害発生月  発生時間帯 事故の型 起因物（上から大・中・小分類） 災　害　発　生　状　況 備考

13 その他の
建設業 ９月 16時台 おぼれ

物上げ装置、運搬機械
動力運搬機
移動式クレーン

岸壁のゴム製緩衝材の補修工事において、ドラグショベル（小型移動式クレー
ン）で搭乗設備（作業用のカゴ）をつり、その上に乗って作業中、つり具がフックか
ら外れ、被災者が搭乗設備ごと海に落下した。

14 その他の
卸売業 12月 11時台 交通事故

物上げ装置，運搬機械
動力運搬機
トラック

トレーラーを運転して、高速道路から降りてきたところの市道と合流するＴ字路の
手前で側壁に接触した後、停車していた乗用車に追突し、市道を横切って道路
脇の電柱に衝突したもの。

15 道路貨物
運送業 12月 6時台 交通事故

物上げ装置，運搬機械
乗物
乗用車

事業場に入ってきたトラックの位置を直すため、国道上においてバックを誘導して
いたところ、道路を走行してきた軽自動車にはねられたもの。

本日は晴天なり！
労働災害－災害事例・統計－

11
12

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のために
働き方改革シンポジウムのご案内
「妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い」は
法律で禁止されています！
労働者死傷病報告の様式が改正されました
時間外労働の上限規制について

2
2
3

3
4

衛生管理者免許試験受験準備講習開催のお知らせ
安全優良職長に厚生労働大臣顕彰状が授与される
優良事業場見学会を開催しました！
再受講料の改定について
雇入れ時等安全衛生教育のご案内

6
8
9
9
10


